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 地方公務員法第５８条の２及び北広島町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第４条の規

定に基づき、平成１９年度における人事行政の運営等の状況を次のとおり公表します。 

 

  平成１９年１１月３０日 

北広島町長 竹 下 正 彦 

 

北広島町人事行政の運営等の状況の公表 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

（１）職員の採用状況（１８年４月１日～１９年３月３１日）         （単位：人） 

区分 職 種 
受験者数 最終合格者数 採用者数 前年度 

採用者

数 男性 女性 計 男性 女性 計 男性 女性 計 

初級 

試験 

一般行政職 外   －   －   － ０ 

計 － － － － － － － － － ０ 

その他

選考 

医療職   －   － ２ ２ ４ ７ 

計 － － － － － － ２ ２ ４ ７ 

合計 

一般行政職 外   －   －   － ０ 

医療職   －   － ２ ２ ４ ７ 

計 － － － － － － ２ ２ ４ ７ 

 （注）平成 1８年度は採用試験を実施しておりません。 

 

（２）職員の退職等の状況（１８年４月１日～１９年３月３１日） 

                     （単位：人） 

区  分 人  数 前年度人数 

定年退職 ２ １ 

勧奨退職 １４ ８ 

普通退職 ３ ３ 

分限免職 ０ ０ 

懲戒免職 ０ ０ 

失  職 ０ ０ 

死亡退職 ０ ０ 

計 １９ １２ 

再任用職員 ０ ０ 

 （注）１ 定年退職：地方公務員法（以下「地公法」という。）第 28 条の２第 1 項の規定により離職

すること。また，地公法第 28 条の３第 1 項の規定により勤務が延長され，その後離職する

場合も含まれます。 

    ２ 奨励退職等：任命権者が人事管理上の目的から職員に退職勧奨を行い，これに応じて退職

すること。 

    ３ 普通退職：自己都合による退職すること。 

    ４ 失職：職員が法定の欠格条項（地公法第 16 条各号（第 3 号を除く）に該当する場合で行

政処分によることなく当然に離職するもの）に該当し離職すること。 

    ５ 再任用職員：定年退職者等で再任用された職員 
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（３）部門別職員数の状況と主な増減理由                （各年４月１日現在） 

        区 分 

部 門 

職  員  数 対前年度 

増 減 数 
主 な 増 減 理 由 

平成 19年 平成 18年 

一
般
行
政
部
門 

議会 

総務 

税務 

民生 

衛生 

農林水産 

商工 

土木 

３ 

５９ 

１７ 

７０ 

２５ 

４３ 

６ 

２４ 

３ 

６４ 

１７ 

７１ 

２４ 

４１ 

５ 

２６ 

０ 

△５ 

０ 

△１ 

１ 

２ 

１ 

△２ 

支所の自治振興課と町民生活課の

統合 

財政課を新設 

環境管理室を設置（町民課内） 

国土調査事務所を新設 

小  計 
２４７ 

（  ） 

２５１ 

（  ） 

△４ 

（    ） 
 

特
別
行
政
部
門 

 

教育 

消防 

 

２４ 

５２ 

 

 

３４ 

４５ 

 

 

△１０ 

７ 

 

教育総務課と学校教育課を統合 

分室の廃止 

幼稚園の廃止 

山県西部消防組合の解散による職

員受入れ 

小  計 
７６ 

（  ） 

７９ 

（  ） 

△３ 

（    ） 
 

公
営
企
業
等
会
計
部
門 

 

病院 

水道 

下水道 

その他 

 

５６ 

７ 

９ 

１５ 

 

 

 

５６ 

７ 

１０ 

１５ 

 

 

 

０ 

０ 

△１ 

０ 

 

 

 

小  計 
８７ 

（  ） 

８８ 

（  ） 

△１ 

（    ） 
 

合   計 
４１０ 

（  ） 

４１８ 

（    ） 

△８ 

（  ） 
 

  （注）１ 職員数は一般職に属する職員数であり，地方公務員の身分を保有する休職者，派遣職員な

どを含み，臨時又は非常勤職員を除いています。 

     ２ （  ）内は，短時間勤務職員であり，外書きです。 

           

（４）地位別職員数の状況（一般行政職）   （単位：人） 

区分 職員数 男 性 女 性 

課 長 級      ３０ ２８ ２ 

課長補佐級      ２９ １９ １０ 

係 長 級      ４１ ３７ ４ 

そ の 他      １４４ １０１ ４３ 

計 ２４４ １８５ ５９ 
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２ 職員の給与の状況 

 

（１）職員給与費の状況（普通会計予算） 

区 分 
職員数 

 

  A 

給     与     費 １人当たり給与費 

 

（B／A） 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計  B 

19年度 
330人 

（    ） 

千円 

1,298,901  

千円 

247,084  

千円 

556,140  

千円 

2,102,125  

千円 

6,370 

  （注）１ 職員手当には退職手当を含みません。 

     ２ 給与費は当初予算に計上された額です。 

３ （  ）内，短時間勤務職員であり，外書きです。 

 

（２）職員の平均給料月額，平均給与月額及び平均年齢の状況（19 年 4 月 1 日現在） 

区 分 
一  般  行  政  職 技 能 労 務 職 

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 

北広島町 
円 

337,280  

 

円 

394,833  

 

４４歳１月 

円 

328,848  

円 

345,413  

 

５０歳１１月 

国 
円 

325,724  

  

４０歳８月 

円 

287,094  

  

４８歳１０月 

 （注） 「平均給料月額，平均給与月額及び平均年齢」とは，職種ごとの職員に係る給料月額の総額，

給与月額の総額及び年齢の総和をそれぞれ当該職員数で除して得た額及び年齢であり，必ずしも，

平均年齢に該当する職員が受ける給料月額又は給与月額の平均が平均給料月額又は平均給与月

額と一致するものではありません。 

 

（３）特記事項（人件費の減額措置を行っています）（19 年 4 月 1 日現在） 

対  象  者 内    容 期    間 

町長、副町長、収入役、教育長 給料の減額（10％減） (町長) 

平成 18 年 4 月 1 日 

～平成 21 年 3 月 12 日 

(副町長、収入役、教育長) 

平成 18 年 4 月 1 日 

～平成 21 年 3 月 31 日 

職員（主事級） 給料の減額（3％減） 

平成 19 年 4 月 1 日 

～平成 20 年 3 月 31 日 

職員（主任主事級、係長級、課

長補佐級） 

給料の減額（4％減） 

職員（課長級） 給料の減額（5％減） 

管理職手当の減額（20％減） 平成 19 年 4 月 1 日 

～平成 20 年 3 月 31 日 

町長、副町長、収入役、教育長 

職員 

旅費日当の減額（支給しない） 平成 19 年 4 月 1 日 

～平成 20 年 3 月 31 日 

 

（３）ラスパイレス指数の推移（一般行政職）  

１４年 １５年 １６年 １７年 １８年 

― ― ― 97.2 92.7 

 （注） ラスパイレス指数は，国家公務員の給与水準を 100 として，北広島町職員の給与水準を 

比較した数字です。 

＊ 16年までは旧 4 町（合併前）でそれぞれ数値が異なるため、掲載していません。 
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（４）職員の初任給の状況（19 年 4 月 1 日現在） 

区   分 北広島町 国 

一般行政職 

大学卒 
円 

154,909  
    

円 

170,200  
  

高校卒 
円 

134,248  
  

円 

138,400  
  

 

（５）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（19 年 4 月 1 日現在） 

区   分 経験年数 10 年 経験年数 15 年 経験年数 20 年 

一般行政職 
大学卒 267,292 円 317,393 円 373,075 円 

高校卒 236,354 円 281,488 円 325,456 円 

  （注） 経験年数とは，卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は，採用後の年数をいうも

のです。 

 

（６）一般行政職の級別職員数の状況（19 年 4 月 1 日現在） 

区   分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 計 

標準的な職務内容 主事 主事 

主任主事 

主任 

係長 

 

係長 

主任 

課長 

主幹 

課長補佐 

課長 

主幹 

 

職  員  数 

人 

１ 

人 

１０ 

人 

９４ 

人 

８０ 

人 

４２ 

人 

１５ 

人 

２４２ 

構  成  比 

％ 

0.4 

％ 

4.1 

％ 

38.8 

％ 

33.1 

％ 

17.4 

％ 

6.2 

％ 

１００ 

 

 （注）１ 北広島町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

    ２ 標準的な職務内容とは，それぞれの級に該当する代表的な職務です。 

     

（７）職員手当の状況 

  ※支給割合は、給与改定後の数値です。 

区 分 北広島町 国 

期末手当 

 

 
勤勉手当 

（18 年度支給割合） （18 年度支給割合） 

 期末手当 勤勉手当  期末手当 勤勉手当 

6 月期 1.4 月分 0.725 月分 6 月期 1.4 月分 0.725 月分 

 （0.75）月分 （0.35）月分  （0.75）月分 （0.35）月分 

12 月期 1.6 月分 0.725 月分 12 月期 1.6 月分 0.725 月分 

 （0.85）月分 （0.4）月分  （0.85）月分 （0.4）月分 

     計 3.0 月分 1.45 月分      計 3.0 月分 1.45 月分 

 （1.6）月分 （0.75）月分  （1.6）月分 （0.75）月分 

職制上の段階，職務の級等による加算措置 職制上の段階，職務の級等による加算措置 

退職手当 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年 

勤続 20 年 23.5 月分 30.55 月分 勤続 20 年 23.5 月分 30.55 月分 

勤続 25 年 33.5 月分 41.34 月分 勤続 25 年 33.5 月分 41.34 月分 

勤続 35 年 47.5 月分 59.28 月分 勤続 35 年 47.5 月分 59.28 月分 

最高限度額 59.28 月分 59.28 月分 最高限度額 59.28 月分 59.28 月分 

  （注）１ （  ）内は，再任用職員に係る支給割合です。 

     ２ 退職手当の 1 人当たり平均支給額は，前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平

均額です。 
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（８）特別職の報酬等の状況（19 年 4 月 1 日現在） 

区     分 給料月額等 

給
料 

町 長 657,000 円 

副町長 541,800 円 

収入役 513,900 円 

報
酬 

議 長 293,000 円 

副議長 246,000 円 

議 員 221,000 円 

期
末
手
当 

町 長 

助 役 

収入役 

（18 年度支給割合）  

 6 月期                  1.6 月分 

 12 月期                  1.75 月分 

   計                   3.35 月分 

議 長 

副議長 

議 員 

（18 年度支給割合）  

 6 月期                  1.6 月分 

 12 月期                  1.75 月分 

   計                   3.35 月分 

 

３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 

（１）職員の勤務時間（一般職の標準的なものを記入）          （19 年 4 月 1 日現在） 

１週間の 

勤務時間 
開始時刻 終了時刻 休憩時間 

備 考 

（時差通勤等を実施している場合

は，その内容を簡潔に記入する） 

40 8:30 17:30 12:00～13:00  

  （注）１ 休憩時間：職員が勤務時間の途中において，勤務から解放され，自己の時間として自由に

利用することが保障されている時間であり，労働基準法に準拠しているものです。 

     ２ 休息時間：一定時間の勤務を続けた場合の軽い疲労を回復し，職務能率の増進を図ること

を目的として，条例・規則に基づき正規の勤務時間中に付与されるものです。 

 

（２）年次有給休暇の取得状況（18 年 4 月 1 日～19 年 3 月 31 日） 

総付与日数 

Ａ 

総使用日数 

Ｂ 

全対象職員数 

Ｃ 

平均使用日数 

Ｂ/Ｃ ％ 

取得率 

Ｂ/Ａ ％ 

12,396 日 3,248 日 317 人 9.7 日 26.2 ％ 

 

（３）時間外勤務及び休日勤務等の状況（18 年 4 月 1 日～19 年 3 月 31 日） 

時間外・休日勤務総時間数 
職員一人当たりの 

時間外・休日勤務月平均時間数  

45,841 時間 10.2 時間 

  （注）１ 「時間外・休日勤務総時間数」は，当該年度中の時間外勤務等の総時間数です。 

     ２ 「職員一人当たりの時間外・休日勤務月平均時間数」は，「時間外・休日勤務総時間数」

を対象職員（管理職を除く）数で除したものです。 
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４ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

 

（１）分限処分者数（18 年 4 月 1 日～19 年 3 月 31 日）             （単位：人） 

区    分 降任 免職 休職 降給 合計 

勤務実績が良くない場合 
地公法第 28 条 

第１項第１号 
    ０ 

心身の故障の場合 

地公法第 28 条 

第１項第 2 号 

第 2 項第 1 号 

    ０ 

職に必要な適格性を欠く場合 
地公法第 28 条 

第１項第 3 号 
    ０ 

職制，定数の改廃，予算の減尐によ

り廃職，過員を生じた場合 

地公法第 28 条 

第１項第 4 号 
    ０ 

刑事事件に関し起訴された場合 
地公法第 28 条 

第 2 項第 2 号 
    ０ 

条例で定めた事由による場合 
地公法第 27 条 

第２項 
    ０ 

計 ０ ０ ０ ０ ０ 

 

（２）懲戒処分者数（18 年 4 月 1 日～19 年 3 月 31 日 ）            （単位：人） 

区    分 戒告 減給 停職 免職 合計 

法令に違反した場合 
地公法第 29 条 

第１項第１号 
  １  １ 

職務上の義務に違反し又は職務を

怠った場合 

地公法第 29 条 

第１項第 2 号 
    ０ 

全体の奉仕者たるにふさわしくな

い非行のあった場合 

地公法第 29 条 

第１項第 3 号 
    ０ 

計 ０ ０ １ ０ １ 

  

 

５ 職員の服務の状況 

 

（１）公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（以下「派遣法」という。） 

  に基づく派遣の状況 

                           （19 年 4 月 1 日現在） 

派遣形態 

根拠 
法 人 名 

派遣職員数（人） 

役員 職員 合計 

民法法人 

派遣法第 2 条第 1 号 
   ０ 

合    計  ０ ０ ０ 
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（２）営利企業等の従事許可の状況（地方公務員法第３８条関係） 

                   （18 年 4 月 1 日～19 年 3 月 31 日）  

区 分 人（件） 備     考 

許可人数 

（または許可件数） 
０ 

 

（注） 営利企業等の従事許可の状況とは，営利企業及びその他の団体の役員等への就任・従事すること，

自ら営利を目的とする企業を営むこと等をいいます。 

 

６ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

 

（１）職員の研修の状況 

① 研修に関する基本方針の策定（地方公務員法第３９条第２項） 

策定の有無 策定時期（予定） 

未策定 未定 

 

② 研修の実施状況（18 年 4 月 1 日～19 年 3 月 31 日） 

機関別研修 参加者数 備 考 

ひろしま自治人材開発機構 １７  

計 １７  

 

（２）職員の勤務成績の評定の状況（地方公務員法第４０条） 

  （18 年 4 月 1 日～19 年 3 月 31 日） 

勤務評定の実施状況 

実施の有無 導入（予定）時期 

未実施 未定 

 

７ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

（１）共済事業 

    広島県市町村職員共済組合に加入。 

 
（２）勤務条件に関する措置の要求の状況（18年4月1日～19年3月31日） 

事案なし（業務を広島県人事委員会に委託） 

 

（３）不利益処分に関する不服申立ての状況（18 年 4 月 1 日～19 年 3 月 31 日） 

事案なし（業務を広島県人事委員会に委託） 

 


